
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

香港、証券先物条例の第 9類ライセンスの申請 

 

特別に説明されない限り、本見積書に述べられている香港会社とは、香港の「会

社条例」に基づいて設立される有限責任株式会社をいいます。香港で規制事業を

行う会社は、香港証券先物委員会（SFC）から、証券先物条例に基づく発行される

ライセンスを取得しなければなりません。 

 

香港の証券先物条例の別表 5 には、12 種類の規制事業が定められており、各規

制事業の定義が以下のように示されています。 

 

第 1類 有価証券売買 

第 2類 先物契約取引 

第 3類 外国為替レバレッジ取引 

第 4類 有価証券に関する助言 

第 5類 先物契約取引に関する助言 

第 6類 機関資金調達に関する助言 

第 7類 自動売買サービスの提供 

第 8類 有価証券の信用取引 

第 9類 資金管理の提供 

第 10類 信用格付けサービスの提供 

第 11類 店頭デリバティブ商品のディーリング又は店頭デリバティブ商品に関す

る助言 

第 12類 店頭デリバティブ取引の顧客清算サービスの提供 

 

第 9類の資金管理の提供とは、 

 

1. 不動産の投資計画の管理 

2. 証券又は先物契約の管理 
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1. 第 9 類ライセンスの申請要件 

 

第 9類ライセンスを申請しようとする法人は次の要件に該当しなければなりません。 

 

（1） 香港で設立された会社、又は香港会社登記所に登記されている海外会社のこと。 

（2） 適切な事業構造、内部リスク管理システム、適格者を有し、規制対象活動を適切に実施し、

起こりうるリスクを管理できることを SFCに納得させる能力があること。 

（3） 役員に関する次の各項を満たしていること。 

（i） 規制活動を直接監督する 2名以上の責任役員を有すること。 

（ii） 規制対象活動を常時監督できる責任役員が少なくとも 1名いること。 

（iii） 1名以上の責任役員が執行役員に任命されていること。 

（4） 法人の統括責任者（Managers-In-Charge）の情報を提供すること。 

（5） 法人の大株主、役員、その他の関連者は適格者となる資格を有すること。 

（6） 法人の払込資本、流動資産の最低限は以下の通りのこと。 

第 9 類 

 払込資本（香港ドル） 流動資産（香港ドル） 

（i）第 9 種規制事業で顧客資産を保有してはな

らないというライセンス条件を適用する場合 
不適用 100,000 

（ii）その他の場合 5,000,000 3,000,000 

備考：流動資産とは、即時に現金化できる資産、又はすでに現金化されている資産をいう。 

 

2. 申請手続き 

 

ライセンスを申請しようとする者は個人又は法人を問わず、香港証券先物委員会（SFC）に申請書

を提出する必要があります。申請の流れは以下の通りです。 

 

（1） 各申告書に記入します。 

（2） 全ての証明書類を提供します。 

（3） 申請料（認可法人の場合は 4,740 香港ドル、責任役員の場合は 2,950 香港ドル、認可代表

者の場合は 1,790香港ドル）を納付します。 

 

3. 所要時間 

 

申請提出後、SFC は通常 8 週間（申請者は認可代表者の場合）、10 週間（申請者は責任役員の

場合）、又は 15週間（申請者は認可法人の場合）以内に申請を処理します。 

 

4. 申請拒否 

 

申請者が法定のライセンス要件を満たしていない場合、又は申請者がライセンスを受ける資格が

ることを SFC が納得できない場合、SFC は申請を拒否します。SFC は申請を拒否する前に、申請

者に聴聞の機会を与えます。最終的に申請が拒否された場合、申請者は 21非以内に、証券先物

事務上訴審番所に、申請結果の見直しを申請することができます。 
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5. 申請承認後の書類 

 

SFC は全ての要件を満たしている申請者にライセンスを発行します。認可法人はライセンスを取

得した場合、同時に電子承諾書、承諾書の原本、登録証明書を取得します。個人の場合は登録

証明書が発行されません。申請者は、SFC ウェブサイトの公開登録簿を参照し、ライセンスの登

録状況及び関連事項が正しく反映されているかを確認することができます。 

 

6. 認可法人の継続義務 

 

（1） ライセンスを取得した後 1 ヶ月以内に会計年度末を SFCに申告すること。 

（2） 申請の資料が変更された場合、SFCに申告すること。 

（3） 取締役が代表取締役になった日、又は代表取締役でなくなった日から 7 日以内に SFC に

申告すること。 

（4） 会計年度末から 4 ヶ月以内に、監査済財務諸表などの所定の書類を提出すること。 

（5） 毎月 SFC に財源申告書を提出すること（ライセンスに顧客資産の保有を認めないこ条件が

つけられている場合、半年ごとに財源申告書を提出可能）。 

（6） ライセンスを取得した日の翌年同月同日から 1 ヶ月以内に年会費 4,740 香港ドルを支払う

こと。 

（7） ライセンスを取得した日翌年同月同日から 1 ヶ月以内に年次申告書を提出すること。 

（8） 研修に継続して参加すること。 

 

7. 必要書類 

 

お客様は、電子メール・ファクス・郵送で以下の書類を啓源に提供する必要があります。 

（1） 取締役、株主、責任役員の専門資格証明書、履歴書、職歴書など、適格者の資格を証明す

る書類 

（2） 会社の組織構造図、及び会社の取締役、高級管理職などの統括責任者の情報 

（3） 大株主、役員などの適格者の資格証明書 

（4） 払込資本、流動資産の最低限を超えて維持することの証明書類 

（5） 会社設立証明書、商業登記証などの香港会社の基本書類 

（6） 会社の持分構成 

（7） 会社の事業計画書 

（8） 銀行口座の情報の詳細 

 

8. 年間維持 

 

香港会社は設立され、かつ、SFC からのライセンスを取得した後、会社のコンプライアンスに関す

る香港の法規制の各規定に従わなければなりません。例えば、会社は香港の「会社条例」に従い、

年次申告書を毎年提出したり、財務諸表を作成したり、年次財務諸表の監査を監査人に委託した

りする必要があります。また、香港会社は「税務条例」に従って利得税申告書を毎年提出しなけれ

ばなりません。 

 

弊所の提供可能な年間維持サービスは下の表にまとめていますが、これらに限りません。年間維

持の詳細について、お手数ですが弊所のコンサルタントにお問い合わせください。 
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会社・ライセンスの年間維持項目 

 

項目 サービス 

 基本的な維持 

1 年次申告書の作成・提出 

2 商業登記 

3 会社秘書役（1 年間） 

4 指定代表者（1 年間） 

5 年次株主総会の書類作成 

6 第 9 類ライセンスの年間維持 

 

 会計・税務 

7 会計記帳 

8 財務諸表監査 

9 法人利得税計算・申告 

10 雇用主支払報酬申告書（Form 56A）の提出 

11 雇用主支払報酬申告書（Form 56Ｂ、1 人あたり）の提出 

 

詳細情報とサポートをご希望の方、お手数ですが、下記の連絡先とお問い合わせください。 

メール：info@kaizencpa.com  

固定電話： +852 2341 1444  

携帯電話： +852 5616 4140、+86 152 1943 4614 

ライン・WhatsApp・Wechat： +852 5616 4140 

Skype: kaizencpa 

公式ウェブサイト：www.kaizencpa.com 

 

mailto:info@kaizencpa.com
http://www.kaizencpa.com/

